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1．商品名（愛称） 

東邦 ◯信  住宅ローン（東邦スーパー住宅ローン「プラス 7」） 

①新築・購入プラン 

②借換えプラン 

③リフォームプラン 

2．ご利用いただ

ける方 

①お借入れ時の年齢が満 20 歳以上満 70 歳以下で、最終ご返済時の年齢が満

81 歳以下の方。 

②勤続年数 1 年以上（自営業の方は営業年数 2 年以上）かつ前年の税込年収

（自営業の方は申告所得）が 200 万円以上で、安定継続した収入がある方。 

③当行の指定する団体信用生命保険のいずれかをご選択のうえ、ご加入でき

る方（団体信用生命保険については後記 9.をご参照ください）。 

④東邦信用保証㈱の保証を得られる方。 

3．お使いみち 

 

新築・購入プラン 

・ご自分でお住まいになる住宅の新築・購入資金 

（お住替え（※１）の場合も含みます） 

なお、お住替え資金と既存の住宅資金を合算したお借入も可能です 

・ご自宅の建替え資金 

（建替え資金と既存の住宅資金を合算したお借入も可能です） 

・近い将来、住宅を建てるための土地購入資金 

（建築時期が確定していない場合も含みます） 

・セカンドハウス建設・購入資金。（２地域居住（※２）） 

・親族がお住まいになるための住宅建設・購入資金 

・ご自宅の増・改築資金 

（親族がお住まいの住宅の増・改築資金も含みます） 

・取扱手数料、保証料（保証料「一括支払方式」のみ）および所定の 

火災保険料 

借換えプラン 

・現在お借入れの住宅資金のお借換え資金 

（住宅ローン元金、繰上償還手数料等） 

・取扱手数料、保証料（保証料「一括支払方式」のみ）および所定の 

火災保険料 

・なお、当行でご利用中の住宅ローンのお借換えにはご利用いただけ 

ません 

リフォームプラン 

・増・改築資金 

・修繕・模様替え 

・造園・植樹・太陽熱温水器設置等 

・取扱手数料、保証料（保証料「一括支払方式」のみ）および所定の 

火災保険料 

（※１）「お住替え」とは現在、自己所有のお住まいがある方で、新たに居

住用のお住まいを新築・購入する場合のことをいいます（投資・投

機を目的とする建物の取得資金は対象外となります）。 

（※２）「２地域居住」とは都市部などにお住まいの方が、地方にも住宅を

確保して週末だけを地方で過ごすなど、都市部と地方の双方で暮ら

すライフスタイルのことをいいます（投資・投機を目的とする建物

の取得資金は対象外となります）。 
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3．お使いみち 

＊住宅資金以外とは 

①住宅関連の諸費用（登記費用、不動産仲介手数料、印紙代、家具・電化

製品・インテリア用品・その他住宅機器の購入費用等）。 

②住宅関連の諸費用以外の目的資金（事業資金は対象外とさせていただき

ます）。 

③ご本人が現在ご利用しているローン・クレジット等のおとりまとめ資金

（銀行、信販会社、クレジット会社等からの借入金のお借換え）。 

※①「住宅関連の諸費用」と②「住宅関連の諸費用以外の目的資金」と

③「おとりまとめ資金」のお申込みについては、上記〔住宅資金〕と

あわせてお借入れいただき、当行が第 1 順位の抵当権を設定させてい

ただく場合に限ります。また、①～③合計で 700 万円以内となります。 

4．ご融資金額 

100 万円以上 1 億円以内（10 万円単位） 

必要資金の 100％以内となります 

（ただし、当行所定の条件を満たす場合に限ります）。 

※お客さまの年収により、当行所定の年間返済割合の範囲内となります。 

5．ご融資期間 

1 年以上 40 年以内（1 年単位） 

・最終ご返済時の年齢が満 81 歳までの期間となります（ただし、団体信用

生命保険のうち「団体信用就業不能保障保険および３大疾病保障特約付」

をご選択される場合は、最終ご返済時の年齢が満 75 歳までの期間となり

ます）。 

・資金使途が新築住宅取得資金以外（土地のみ資金・中古住宅購入資金・増

改築資金・住宅ローン借換え資金）の場合のご融資期間は最長 35 年以内

となります（ただし、全期間固定金利型をご選択される場合のご融資期間

は最長 25 年以内となります）。 

・｢元金返済据置｣をご利用いただく場合のご融資期間には元金返済の据置期

間を含みます。 

・｢元金返済据置｣をご利用いただく場合のご融資期間は、1 ヵ月単位となり

ます（ただし、元金のご返済期間は 1 年単位となります）。 

6．ご返済方法 

毎月元利均等返済。 

※ご融資金の 50％以内でボーナスによる 6 ヵ月毎の増額返済も併用できま

す。保証料｢分割支払方式｣のみお借入れ時から最長 1 年間、元金のご返済

を据置くことができます（元金返済の据置期間は、1 ヵ月単位となります）。 

7．保 証 人 

東邦信用保証㈱をご利用いただきますので、保証人は原則不要となります。 

※ただし、ご融資の対象となる土地・建物等を、お申込人以外の方が所有し

ている場合などは、保証人が必要となる場合がございます。 

8．担   保 

①ご融資の対象となる土地、建物等に第 1 順位の抵当権を設定させていただ

きます（抵当権設定費用はお客さまご負担となります）。 

Ａ．新築・購入プラン、リフォームプランで住宅金融支援機構等公的融資

を併用する場合はその後の順位となります。 

Ｂ．住宅資金にあわせて、住宅資金以外の資金（「住宅関連の諸費用」ま

たは「住宅関連の諸費用以外の目的資金」または「おとりまとめ資金」）

をお申込みいただく場合は、抵当権の設定順位が第 1 順位の場合に限

らせていただきます。 

②ご融資の対象となる住宅への火災保険の付保を条件とさせていただきま

す（住宅ローン利用中は火災保険契約をご継続いただく必要がございま

す）。 
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 9．団体信用 

生命保険 

次のいずれかの団体信用生命保険にご加入いただきます。 

①「団体信用生命保険」（住宅ローン団信制度）（※1） 

・死亡または所定の高度障害状態になられたときに、債務の一括返済に充

当することを目的とした生命保険です。 

・お借入れ時の年齢が満 20 歳以上満 70 歳以下で、最終ご返済時の年齢が

満 81 歳以下の方を対象とさせていただきます。 

②「がん保障特約付」（がん団信制度）（※1） 

・団体信用生命保険(死亡・高度障害保険)に、『がん保障』の特約を付加

した生命保険です（ご選択いただく場合は、ご融資利率に年 0.1％上乗

せさせていただきます）。 

・お借入れ時の年齢が満 20 歳以上満 50 歳以下で、最終ご返済時の年齢が

満 81 歳以下の方を対象とさせていただきます。 

③「団体信用就業不能保障保険および３大疾病保障特約付」（ライフサポー

ト団信制度）（※1） 

・団体信用生命保険(死亡・高度障害保険)に、がん・急性心筋梗塞・脳卒

中の『3 大疾病保障』の特約と 3 大疾病以外の病気やケガによる『就業

不能保障』を付加した生命保険です（ご選択いただく場合は、ご融資利

率に年 0.3％上乗せさせていただきます）。 

 ・お借入れ時の年齢が満 20 歳以上満 50 歳以下で、最終ご返済時の年齢が  

  満 75 歳以下の方を対象とさせていただきます。 

④「3 大疾病＋5 つの重度慢性疾患保障付」（８疾病団信制度）（※2）（※3） 

・団体信用生命保険(死亡・高度障害保険)に、がん・急性心筋梗塞・脳卒

中の『3 大疾病保障』と 5 つの『重度慢性疾患保障』（高血圧症・糖尿

病・慢性腎不全・肝硬変・慢性膵炎）を付加した保障です（ご選択いた

だく場合は、ご融資利率に年 0.3％上乗せさせていただきます）。 

・お借入れ時の年齢が満 20 歳以上満 50 歳以下で、最終ご返済時の年齢が

満 81 歳以下の方を対象とさせていただきます。 

（※1）引受保険会社：一般社団法人全国地方銀行協会の指定する複数の 

   保険会社（主幹事：明治安田生命保険相互会社） 

（※2）引受保険会社：カーディフ生命保険株式会社およびカーディフ損 

   害保険株式会社 

（※3）本保障は以下の通り団体信用生命保険と就業不能信用費用保険で

のご提供となります。 

【死亡・高度障害およびがん保障】：団体信用生命保険 

【急性心筋梗塞・脳卒中および５つ重度慢性疾患保障】：就業不能信用費用保険 
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10.利率および 

返済条件 

【変動・固定選択型】 

《変動金利》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《固定金利》 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変動・固定選択型】 

お借入期間中、変動金利と固定金利（3 年･5 年･10 年）のいずれかをお選

びいただけます。 

①金利 

Ａ．新規ご融資の場合…実行時点の「変動金利型住宅ローン基準利率」を

適用いたします。 

Ｂ．既にお借入れの場合…毎年 4 月 1 日および 10 月 1 日現在の「変動金

利型住宅ローン基準利率」を基準として見直し、4 月 1 日に決まる新

利率は、その年の 6 月の返済日の翌日から 12 月の返済日（半年ごと

の増額返済を併用する場合は、その年の 6 月以降最初に到来する増額

返済日の翌日から 12 月以降最初に到来する増額返済日）まで適用し、

10 月 1 日に決まる新利率は、その年の 12 月の返済日の翌日から翌年

6 月の返済日（半年ごとの増額返済を併用する場合は、その年の 12

月以降最初に到来する増額返済日の翌日から翌年 6月以降最初に到来

する増額返済日）まで適用します。 

※「変動金利型住宅ローン基準利率」…当行が定める短期プライムレ

ートに連動する長期貸出金利に基づいて決定いたします。 

②返済額 

Ａ．ご返済額は、当初 5 年間は変わりませんが、年 2 回の利率の見直しに

より、利息部分と元金部分の割合が変わります。 

Ｂ．5 年目以降については、5 年毎に計算し直し、新しく毎回のご返済額

を定めます。ただし、利率が上昇しても新しいご返済額は前回のご返

済額の 1.25 倍を上限とします。なお、当初の借入期間が満了しても

未返済残高がある場合は期日に一括してご返済いただきます。 

 

①金利 

固定金利選択期間中の金利は変わりません。 

②返済額 

固定金利選択期間中の返済額は変わりません。 

③固定金利特約期間終了時の金利 

Ａ．再度固定金利を選択する場合…その時点での「変動・固定選択型住宅

ローン」の固定金利の利率を適用し、返済額を割直しいたします。 

Ｂ．変動金利を選択する場合…その時点での「変動金利型住宅ローン基準

利率」が適用となります。 

【（全期間）固定

金利型】 

 

 

 

【（全期間）固定金利型】 

①金利 

  お借入期間中の金利は変わりません。 

②返済額 

  お借入期間中のご返済額は変わりません。 

11．取扱手数料 取扱手数料として 88,000 円（税込）を申し受けます。 
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12．保 証 料 

保証料のお支払いは「一括支払方式」と「分割支払方式」のいずれかの方

法からご選択いただけます。 

①「一括支払方式」をご選択いただいた場合は、お借入れ時に一括して保証

料を東邦信用保証㈱宛申し受けます。 

（例）1,000 万円を、借入期間 20 年でお借入れいただいた場合の保証料は、

74,210 円 ～ 370,870 円となります。 

②「分割支払方式」をご選択いただいた場合は、お借入れ時に保証料を一括

してお支払いいただく必要がございません。ただし、ご融資利率に保証料

率（0.1％ ～ 0.5％）を上乗せさせていただきます。 

※保証料は、ご融資金額とご融資期間のほか、お申込み内容により異なり

ます。また、「一括支払方式」をご選択いただいた場合は、保証料につ

いて一定の割引が適用されますので、「分割支払方式」に比べ、お支払

い総額は少なくなります。 

※お借入期間中、保証料のお支払い方法の変更はできません。 

 

 

 

 

 

13. 

ローン返済 

支 援 保 険 

ご希望により「ローン返済支援保険」もセットできます（ただし、「ロー

ン返済支援保険」をご利用いただける期間は満 75 歳までとなります。｢元金

返済据置｣期間中はご加入いただけません。なお、「団体信用就業不能保障

保険および３大疾病保障特約付〔ライフサポート団信〕」をご選択いただく

場合は対象外とさせていただきます。）。 

〈「ローン返済支援保険」の特長〉 

・30 日を超える病気・ケガによる入院（医師の指示による自宅療養を含む）

の場合に、保険金でローン返済をサポートします。 

・1 回の入院に対して最長 3 年にわたって保険金をお支払いいたします。

保険料は、お客さまのご負担となります(保険料のお支払いはご返済用

口座からの口座振替となります)。 

・天災（地震・噴火・津波）による入院の場合も、保険金をお支払いいた

します。 

付
加
で
き
る
保
険
・
サ
ー
ビ
ス 

固 定 金 利 

特 約 期 間 

の自動継続 

サ ー ビ ス 

①ご希望により「固定金利特約期間の自動継続サービス」をご利用いただけ

ます(変動・固定選択型の場合)。 

②固定金利特約期間(3 年・5 年・10 年)終了の都度、同期間の固定金利特約

期間を自動継続(再設定)いたします。 

③なお、自動継続の場合の固定金利適用に関する手数料として自動継続の都

度 3,300 円(税込)を申し受けます(手数料のお支払いはご返済用口座から

の口座振替となります)。 

14．連帯債務 

ご夫婦等での共同名義（連帯債務）によるお借入れを希望されます場合は、

窓口へお問い合わせください（当行所定の基準がございます）。 

※連帯債務の場合の団体信用生命保険の付保額は、原則双方の収入割合に応

じて加入割合を 10％単位で設定いただきます（詳しくは当行窓口でご相談

ください）。 
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15. 

ご利用いた

だける方 

・お申込みされるお客さま（親と子）が現在同居されているか、または将来

同居予定の親と子（子の配偶者も含みます）。 

（親と子の共同名義（連帯債務）によるお借入となります） 

・団体信用生命保険にご加入できる方（保険料は当行が負担します）。 

・東邦信用保証㈱の保証が得られる方。 

親
子
リ
レ
ー
返
済 

お使いみち 

・住宅の新築・購入資金（お住替えの場合も含みます。なお、お住替え資金

と既存の住宅資金を合算したお借入も可能です）。 

・ご自宅の建替え資金（建替え資金と既存の住宅資金を合算したお借入も可

能です）。 

・ご自宅の増・改築資金。 

・現在お借入れの住宅資金のお借換え資金。ただし、お借換え対象の住宅資 

金のお借入名義と親子リレーによる借換え後のお借入名義が同じ場合の

み対象となります。 

・震災により親が住む実家を遠隔地に住む子が親との共同名義（連帯債務）

で返済する場合等にもご利用いただけます（震災による建替え等）。 

年齢の 

制 限 

お
申
込
時 

①住宅ローン団信加入の場合 

親・子ともに満 20 歳以上 満 70 歳以下。 

②がん団信またはライフサポート団信または８疾病団信加入の場合 

親・子ともに満 20 歳以上 満 50 歳以下。 

ご
完
済
時 

①住宅ローン団信またはがん団信加入の場合 

親の方の年齢制限はございません。子の方は満 81 歳以下。 

②ライフサポート団信加入の場合 

親の方の年齢制限はございません。子の方は満 75 歳以下。 

③８疾病団信加入の場合 

親の方の完済時年齢が満 81 歳を越える場合、団体信用生命保険に加

入出来ませんので、子の方の団体信用生命保険付保割合を 100％とし

ます。 

ご融資期間 ・1 年以上 50 年以内（年単位） 

団体信用 

生命保険 

・団体信用生命保険の付保額は、原則双方の収入割合に応じて加入割合を

10％単位で設定いただきます（詳しくは当行窓口でご相談ください）。 

・住宅ローン団信およびがん団信にご加入の場合は親の方が満 81 歳で、ラ

イフサポート団信にご加入の場合は、親の方が満 75 歳になられた時点で

保険期間が満了となります。 

・親の方の保険期間が満了した時点で、子の方にその時のお借入残高全額へ

の付保割合に変更いただきます。なお、お手続きについては、当行からそ

の時点でご案内いたします。 
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16.ご融資条件 

の変更に伴う 

手数料 

①繰上返済取扱手数料 

Ａ．店頭扱いの場合 

元金返済金額 300 万円未満･･･11,000 円（税込） 

300 万円以上 1,000 万円未満･･･33,000 円（税込） 

1,000 万円以上･･･55,000 円（税込） 

Ｂ．インターネットによる一部繰上返済申込サービス扱いの場合 

変動金利適用期間中･･･5,500 円（税込） 

固定金利適用期間中･･･22,000 円（税込） 

②各種ご融資条件の変更手数料 

Ａ．貸出条件に係る変更･･･11,000 円（税込） 

※お客さまのお申出に基づく、借入期間の延長・短縮、返済日やボー

ナス返済割合の変更、元金返済据置期間の設定、保証料支払方法の

変更、債務者変更・保証人変更・担保条件変更等が対象となります。 

Ｂ．固定金利設定など金利条件に係る変更･･･11,000 円（税込） 

③ご融資条件の変更に伴う各種手数料の詳細については、お取扱店へお問

い合わせください。 

17.その他 

①金利については、窓口へお問い合わせください。 

②ご返済額等の試算については、お気軽にご相談ください。 

③住宅資金以外のご利用の場合の留意点 

Ａ．「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、住宅取得資金

にかかる借入残高のみを表示します。 

Ｂ．個人民事再生時の住宅資金特別条項の適用外となる可能性がありま

す。 

＜終＞ 

 


